
障害等級別該当制度一覧

　○印がついていましても、年齢制限、所得制限等で制度をご利用いただけない場合がありますので、

各項目の内容をよくお読みください。

○印は該当　　△印は一部該当

等
級

１ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

２ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

３ ※ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

４ ※ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ △

５ ※ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △

６ ※ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △

２ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

３ ※ △ ○ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

４ ※ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ △

５ ※ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △

６ ※ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △

音声・言語 ３ ※ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

機能障害 ４ ※ △ ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ △

１ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

２ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

３ ※ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

４ ※ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △

５ ※ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △

６ ※ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △

１ ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

2 ○ △ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

３ ※ △ ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

４ ※ △ ○ △ △ △ △ △ ○ ○ △

A ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

B1 ※ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △

B2 ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △

１ 〇 ○ ○ △ △ △ △ △ △ △ ○ ○ △

２ ○ ○ △ △ △ △ △

３ ○ △ △ △ △

14 15 17 18 19 20 22 22 23 34 36 37 39 39 40 41 42 42 43 44 45 47 48 50

※：身体障害者手帳３級～６級までいずれかの等級を持ち、かつ療育手帳のB１を持っている人が対象。
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